
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４４条の２第１項の規定より除去した違法

放置等物件を同条第２項の規定より保管したので、同条第３項の規定により次のとお

り公示する。 

 

  平成２９年１２月６日 

 

寒川町長 木 村 俊 雄       

 

１ 保管した違法放置物件の名称又は種類、形状及び数量 

 ⑴ 名称又は種類 ２輪の軽自動車 

⑵ 形状 カワサキ ZR250B 型（登録番号 １湘南さ３８１５） 

⑶ 数量 １台 

 

２ 保管した違法放置物件の放置されていた場所及びその違法放置物件を除却した日時 

 ⑴ 放置されていた場所 高座郡寒川町田端１４８０番８地先 

⑵ 除去した日時 平成２９年１２月６日午後１６時００分 

 

３ その違法放置物件の保管を始めた日時及び保管の場所 

⑴  保管を始めた日時 平成２９年１２月６日午後１６時３０分 

⑵ 保管の場所 高座郡寒川町岡田・・・・・・岡田資材置き場 

 

４ 返還事務を行う場所及び期間 

⑴ 場所 高座郡寒川町宮山１６５番地 寒川町役場道路課 

⑵ 期間 この公告の日から平成３０年月１月１２日まで（寒川町の休日を定める

条例（平成元年条例第２号）第１条に規定する休日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで 

 

５ 問い合わせ先 高座郡寒川町宮山１６５番地寒川町役場道路課管理担当 

        電話 ０４６７－７４－１１１１ 


